
第
四

第
五

甕
ハ
古
雅
雖
純
ニ
シ
テ
各
部
ノ
配
合
ノ
美
ナ
ル
ヲ
可
ト
ス

此
畢
ノ
目
的
タ
ル
ヤ
佛
教
二
開
シ
テ
ノ
嗜
好
ヲ
惹
起
セ
ン
カ
為
メ
ノ

ミ
ナ
ラ
ス
又
其
範
囲
ヲ
披
張
シ
テ
以
テ
佛
教
的
美
術
ニ
―
新
刺
撃
ヲ

典
ヘ
ソ
ト
欲
ス
ル
ニ
ア
リ
、
羊
皿
シ
従
来
ノ
佛
像
ハ
悉
ク
皆
佛
ノ
稗
定

ニ
入
リ
シ
一
姿
勢
ノ
ミ
ヲ
摸
窟
シ
未
夕
佛
陀
ノ
多
端
ナ
ル
生
涯
ヲ
美

術
的
二
観
察
シ
タ
ル
モ
ノ
ア
ラ
ス
是
レ
佛
教
的
美
術
ノ
一
大
鋏
黙
ナ

リ
基
教
二
於
テ
ハ
ラ
フ
ェ
ー
ル
、

ル
ー
ベ
ン

、
レ
ム
プ
ラ
ン
諸
氏
ノ

如
キ
古
名
家
ノ
霊
ハ
曰
フ
ニ
及
ハ
ス
シ
ノ
ー
ル
、
ド
ー
ル
、
ホ
フ
マ

叫
等
ノ
如
キ
人
々
ノ
手
二
成
リ
タ
ル
耶
蘇
ノ
生
涯
ヲ
表
示
ス
ル
名
聾

甚
夕
多
シ
今
此
畢
タ
ル
ャ
此
鋏
黙
二
向
テ
注
意
ヲ
乞
ハ
ソ
カ
為
ニ
シ

テ
日
本
現
今
ノ
進
歩
ノ
程
度
二
於
テ
此
鋏
黙
ヲ
補
フ
コ
ト
蓋
シ
容
易

「画叢」のうち

③
 

な
お
『
報
知
新
聞
』
（
明
治
二
十
八
年
十
月
十
日
）
は
こ
の
募
集
の
要
旨
を
紹

介
し
て
い
る
が
、
末
尾
に
「
尚
ほ
八
重
洲
町
の
明
治
美
術
會
に
て
は
右
揮
竜
者

の
為
め
に
種
々
の
便
盆
を
典
ふ
る
よ
し
」
と
記
し
て
お
り
、
明
治
美
術
会
も
こ

れ
に
協
力
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

校
友
会
記
事

一
月
八
日
校
友
会
大
会
於
校
友
会
倶
楽
部
式
後
、
校
庭
で
酒
宴
゜

一
月
柳
樹
屯
で
軍
務
に
従
事
す
る
嘱
託
教
師
森
鵡
外
に
会
員
一
同
よ
り
見

舞
状
（
小
杉
椙
祁
選
文
）
を
贈
る
。

三
月
三
日

橋

本
雅
邦
教
授
還
暦
祝
宴
会
於
松
源
楼
゜

三
月
二
十
七
日
会
員
有
志
四
十
余
名
は
西
郷
孤
月
従
軍
壮
行
会
お
よ
び
横

山
秀
麿
、
黒
岩
倉
吉
二
氏
送
別
会
を
開
く
。
於
湯
島
魚
十
楼
゜

十
月
四
日
創
立
記
念
日
式
後
、
玉
川
地
方
へ
遠
足
。
校
長
（
会
頭
）
以

下
百
数
十
名
、
制
服
制
帽
着
用
で
参
加
。
一
泊
。

第
八

中山翠洲（次郎）筆

第
七

應
募
甕
ハ
大
教
師
繹
宗
浪
氏
二
於
テ
意
見
ヲ
附
シ
テ
在
米
審
判
者
ニ

送
リ
在
米
審
判
者
ハ
之
ヲ
再
査
ス
ヘ
シ
募
集
期
日
ハ
千
八
百
九
十
五

年
（
即
チ
明
治
廿
八
年
）
十
二
月
柑
一
日
迄
ト
ス

圏
聾
届
所
ハ
東
京
市
下
谷
園
中
根
岸
町
四
番
地
岡
倉
覺
―
―
一
方
ト
ス

ス ノ
業
タ
ル
ヘ
シ

審
判
者
ハ
鎌
倉
圃
覺
寺
管
長
大
教
師
繹
宗
演
氏
米
國
ボ
ス
ト
ン
府
米

國
美
術
狽
行
者
ル
イ
、
プ
ラ
ソ
及
ヒ
米
國
シ
カ
ゴ
府
ゼ
ー
モ
ニ
ス
ト

及
ビ
ゼ
ー
オ
ー
プ
ン
、
カ
ー
ト
ノ
記
者
博
士
。ハ
ウ
ル
ケ
ー
ラ
ス
氏
卜
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ノ
同
學
期
生
徒
中
ョ
リ
一
人
ヲ
互
選
シ
タ
ル
代
表
者
ヲ
以
テ
成

第
九
條
委
員
ハ
會
員
中
本
校
職
員
ノ
互
撰
二
係
ル
モ
ノ
ニ
名
井
二
生
徒

ス

7
 

常
會
二
於
テ
甲
種
卜
認
メ
タ
ル
出
品
ヲ
展
覧
品
評
ス
ル
モ
ノ
ト

゜
3
 

理
ス

第2節

第

七

條

第

八

條

第

六

條

第

五

條

第

四

條

第

三

條

員

第

二

條

第

東
京
美
術
學
校
校
友
會
規
則

名

稲

本
會
ハ
東
京
美
術
學
校
校
友
會
卜
稲
ス

主

意

條

本
會
ハ
會
員
志
操
ヲ
正
シ
交
義
ヲ
厚
フ
シ
智
識
ヲ
交
換
シ
相
扶

ケ
テ
美
術
ノ
大
成
ヲ
圏
ル
ニ
ア
リ

會
本
會
會
員
ハ
本
校
職
員
（
赦
員
事
務
員
製
作
傭
員
）
卒
業
生
生

徒
全
体
ョ
リ
成
ル

本
校
二
闊
係
ア
リ
テ
本
會
ノ
主
意
ヲ
賛
同
ス
ル
者
ハ
本
會
常
議

會
ノ
議
決
ヲ
以
テ
會
員
タ
ル
ヲ
得

美
術
上
卓
絶
ノ
妙
技
ヲ
有
シ
又
ハ
著
大
ナ
ル
恩
績
ア
リ
テ
且
徳

望
ア
ル
者
ハ
本
會
純
會
ノ
議
決
ヲ
以
テ
之
ヲ
推
薦
シ
名
唇
會
員

タ
ル
ヲ
請
フ
コ
ト
ア
ル
可
シ

役

員

役
員
ぐ
曾
長
一
人
副
會
長
一
人
及
委
員
七
人
ト
ス

但
委
員
ノ
敷
ハ
會
長
ノ
見
込
ヲ
以
テ
更
定
ス
ル

7
ア
ル
ヘ
シ

會
長
ハ
本
校
長
ヲ
推
シ
會
務
ノ
整
理
ヲ
請
フ
モ
ノ
ト
ス

副
會
長
ハ
総
會
ノ
議
決
ヲ
以
テ
職
員
ノ
内
一
名
ヲ
推
シ
會
長
ヲ

助
ケ
本
會
二
開
ス
ル
事
務
ヲ
整
理
シ
會
長
事
故
ァ
ル
ト
キ
ハ
代

第
十
六
條

第
十
五
條

第
十
四
條

第
十
二
條

第
十
三
條

第
十
一
條

第

十

條

會

リ
會
長
及
副
會
長
ノ
指
揮
二
従
ヒ
庶
務
會
計
二
従
事
ス

副
會
長
ノ
任
期
ヲ
ニ
個
年
ト
シ
委
員
ノ
任
期
ヲ
六
ヶ
月
ト
シ
再

選
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス

但
會
長
ノ
指
名
セ
ル
委
員
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス

會

務

本
會
ノ
常
務
ノ
要
網
ハ
役
員
全
体
ヲ
以
テ
組
織
ス
ル
常
議
會
ニ

於
テ
之
ヲ
評
決
ス

本
會
ハ
其
主
意
ヲ
全
フ
セ
ン
為
メ
ニ
常
會
大
會
講
話
會
遊
技
會

運
動
會
ノ
諸
會
ヲ
開
ク

本
會
ハ
美
術
上
ノ
須
要
二
照
シ
繭
按
美
術
品
鑑
定
製
作
ノ
紹
介

美
術
物
ノ
出
版
等
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
其
細
則
ハ
別
二
之
ヲ

定
ム常

常
會
ハ
三
月
五
月
七
月
十
一
月
第
一
土
曜
日
午
後
ョ
リ
之
ヲ
開

キ
會
員
製
作
成
績
ヲ
展
覧
品
評
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

但
校
内
製
作
物
ヲ
出
品
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
営
該
赦
員
ノ
許

可
ヲ
受
ク
可
シ

常
會
出
品
ノ
審
査
ハ
各
科
嘗
該
赦
員
會
議
二
依
托
シ
毎
級
其
程

度
二
照
シ
テ
巧
拙
ヲ
評
定
シ
之
ヲ
甲
乙
二
種
二
鑑
別
ス
甲
種
中

最
モ
優
等
卜
認
ム
ル
モ
ノ
ヘ
ハ
賞
品
ヲ
阻
典
ス

大

會

大
會
ハ
毎
年
一
月
始
業
ノ
日
之
ヲ
開
キ
役
員
改
選
會
務
報
告
及

明治 28年



第
廿
七
條
運
動
會
ハ
一
年
一
回
若
ク
ハ
ニ
回
臨
時
二
之
ヲ
開
キ
郊
外
遠
足

運
動
會

第
廿
六
條

第
廿
五
條

第
廿
四
條

第
二
十
條

第
廿
二
條

第
廿
三
條

第
廿
一
條

第
十
九
條

常
會
及
大
會
公
開
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
本
校
ノ
許
可
ヲ
紐
テ
出
品

ヲ
一
般
需
要
者
へ
彿
渡
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

講
話
會

本
會
ハ
世
間
ノ
必
要
二
應
シ
會
員
其
他
二
依
屈
シ
美
術
上
ノ
講

話
會
ヲ
開
キ
公
衆
ノ
傍
罷
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

講
話
會
ノ
開
設
科
目
等
ハ
常
議
員
之
ヲ
定
ム

遊
技
會

遊
技
會
ハ
茶
式
香
挿
花
撃
靱
柔
術
弓
術
ノ
六
科
二
分
チ
會
員
ノ

嗜
好
二
應
シ
其
一
科
若
ク
ハ
敷
科
ヲ
修
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

遊
技
會
幹
事
ハ
各
科
遊
技
ヲ
修
ム
ル
モ
ノ
ノ
中
ョ
リ
一
名
ヲ
互

撰
シ
會
長
ノ
認
可
ヲ
鰹
ル
モ
ノ
ト
ス
其
任
期
ハ
六
ヶ
月
ト
ス

遊
技
會
ハ
本
校
課
業
時
間
以
外
二
於
テ
各
科
ノ
便
宜
二
従
ヒ
之

ヲ
開
ク
其
期
日
ハ
各
科
ノ
幹
事
ョ
リ
之
ヲ
報
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

本
校
設
置
紀
念
日
二
於
テ
遊
技
演
習
會
ヲ
開
キ
大
二
各
科
ノ
遊

技
ヲ
演
シ
優
等
者
二
紀
念
物
ヲ
贈
典
ス

遊
技
會
ノ
細
則
ハ
各
科
幹
事
之
ヲ
提
出
シ
常
議
員
ノ
評
決
ヲ
以

テ
之
ヲ
定
ム

ル
可
シ

第
十
八
條

第
十
七
條

大
會
出
品
ノ
審
査
ハ
全
体
赦
員
會
議
二
依
托
シ
優
等
卜
認
ム
ル

モ
ノ
ニ
賞
牌
ヲ
贈
興
ス

大
會
審
査
ヲ
了
ス
ル
ノ
後
常
議
員
會
ノ
評
決
ヲ
以
テ
本
校
ノ
認

可
ヲ
紐
テ
其
展
翌
ヲ
緞
績
シ
又
ハ
公
衆
ノ
縦
覧
ヲ
許
ス
コ
ト
ア

第
州
二
條

第
舟
三
條

第
舟
一
條

第
廿
八
條

第
廿
九
條

第
一
二
十
條

ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

會

費

名
啓
會
員
ハ
會
費
ヲ
徴
収
セ
ス

會
員
ハ
生
徒
壼
人
二
付
毎
月
金
拾
錢
ト
ス

本
校
職
員
卒
業
生
其
他
ノ
會
員
ハ
毎
月
金
拾
錢
以
上
適
宜
其
格

ヲ
定
メ
テ
之
ヲ
出
金
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

遊
技
ヲ
修
ム
ル
者
ハ
各
科
ノ
消
耗
品
井
赦
員
手
営
ト
シ
テ
一
科

毎
二
毎
月
金
五
錢
ヲ
出
金
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

附

則

本
會
事
務
二
閥
シ
本
校
規
則
二
明
文
ナ
ク
若
ク
ハ
之
二
交
渉
ス

ル
モ
ノ
ハ
其
都
度
本
校
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

本
會
規
則
ハ
會
員
三
分
二
以
上
ノ
決
議
ヲ
以
テ
本
校
ノ
許
可
ヲ

修
正
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

（
『
錦
巷
雑
綴
』
第
四
巻
。
明
治
二
十
八
年
三
月
二
十
日
）
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